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第１回鹿児島県犯罪被害者等支援条例検討委員会

２ 条 例 骨 子 案 に つ い て
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○　九州各県の犯罪被害者等支援特化条例条項一覧
1 2 3 4 5

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県

－ H30.3.30 H29.4.1 R1.7.16 R2.12.22 H30.4.1

1 ● ● ● ● ●
2 ● ● ● ● ●
3 ● ● ● ● ●
4 県の責務 ● ● ● ● ●
5 県民の責務（役割） ● ● ● ● ●
6 事業者の責務（役割） ● ● ● ● ●
7 市町村の責務（役割） ● ● ●
8 民間支援団体の責務 ● ● ● ● ●
9 市町村への協力・支援 ● ●
10 推進体制の整備（県） ● ● ● ● ●
11 緊急支援の実施 ● ●
12 計画の策定 ● ● ●
13 指針の策定 ● ●
14 財政上の措置 ● ● ● ● ●
15 施策の実施状況の公表 ● ● ●
16 相談・情報提供 ● ● ● ● ●

17
経済的負担の軽減
（経済的な助成に関する情報の提
供等）

● ● ● ● ●

18 損害賠償に係る情報提供・支援 ● ●

19
保健医療・福祉サービスの提供
（心理的外傷からの回復） ● ● ● ● ●

20 日常生活の支援 ● ● ●
21 安全の確保 ● ● ● ● ●
22 居住の安定 ● ● ● ● ●
23 雇用の安定 ● ● ● ● ●
24 保護・捜査過程の配慮 ● ● ●
25 理解の増進 ● ● ● ● ●
26 学校における教育 ●
27 人材の育成 ● ● ● ● ●
28 民間支援団体の活動促進・援助 ● ● ● ● ●
29 個人情報の適切な管理 ●
30 意見の把握・反映 ●
31 未成年者への配慮 ● ●
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